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議事日程 

      第１ 諸般の報告 

      第２ 会議録署名議員の指名 

      第３ 会期の決定 

      第４ 報告第５号から報告第７号 

         （委任専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めること 

          について）他２件） 

      第５ 議第５４号から議第７７号まで一括上程 

         （専決処分につき承認を求めることについて（平成２３年度野洲市一 

          般会計補正予算（第２号））他２３件） 

         提案理由説明 

      第６ 請願第３号 

         （住宅リフォーム助成制度の創設を求める請願） 

         紹介議員説明 

      第７ 決算特別委員会の設置及び委員の選任 

      第８ 決算特別委員会の正副委員長の互選結果の報告 

市長提出議案 

      報告第５号 委任専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定める 

            ことについて） 

      報告第６号 委任専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定める 

            ことについて） 

      報告第７号 平成２２年度野洲市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついて 

      議第５４号 専決処分につき承認を求めることについて（平成２３年度野洲 

            市一般会計補正予算（第２号）） 

      議第５５号 平成２３年度野洲市一般会計補正予算（第３号） 

      議第５６号 平成２３年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

            号） 

      議第５７号 平成２３年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

      議第５８号 平成２３年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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      議第５９号 平成２３年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第６０号 平成２３年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第６１号 平成２３年度野洲市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

      議第６２号 平成２２年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 

      議第６３号 平成２２年度野洲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

      議第６４号 平成２２年度野洲市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

      議第６５号 平成２２年度野洲市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定 

            について 

      議第６６号 平成２２年度野洲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

            について 

      議第６７号 平成２２年度野洲市地域医療振興資金貸付事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

      議第６８号 平成２２年度野洲市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

      議第６９号 平成２２年度野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算の認定 

            について 

      議第７０号 平成２２年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

      議第７１号 平成２２年度野洲市工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

      議第７２号 平成２２年度野洲市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ 

            いて 

      議第７３号 平成２２年度野洲市水道事業会計決算の認定について 

      議第７４号 野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

            る条例及び野洲市体育・スポーツ振興審議会条例の一部を改正 

            する条例について 

      議第７５号 野洲市税条例等の一部を改正する条例について 

      議第７６号 財産の取得について（(仮称)野洲市総合防災センター・東消防 
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            署建設用地） 

      議第７７号 市道路線の認定について 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（立入三千男君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。定足数に達しておりますので、平成２３年第

５回野洲市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 （日程第１） 

○議長（立入三千男君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員２０名全員であります。 

 次に、本日の議事日程は、既に配付済みの議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職・氏名は、お手元に配付してお

ります文書のとおりですので、ご了承願います。 

 次に、議員派遣については、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１２２条の

規定に基づき、本職において議員の派遣を決定しましたので、ご報告いたします。 

 なお、派遣の詳細については、お手元に配付しております文書のとおりでありますので、

ご了承願います。 

 次に、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、平成２２年度財団法人野洲市文

化スポーツ振興事業団事業報告書及び決算書、第２０期野洲市湖岸開発株式会社事業報告

書及び財務諸表、第２１期野洲市湖岸開発株式会社事業計画書及び財務諸表が市長より提

出され、配付済みのとおりでありますのでご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（立入三千男君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、第３番小菅六雄君、第４番髙橋繁

夫君を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（立入三千男君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 
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 本定例会の会期は、本日から９月２２日までの２４日間といたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月２２日までの２４日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、既に配付済みの会期日程のとおりであります

ので、ご了承願います。 

 （日程第４） 

○議長（立入三千男君） 日程第４、報告第５号から報告第７号まで、委任専決処分の報

告について（和解及び損害賠償の額を定めることについて）他２件について市長より報告

を求めます。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成２３年第５回野洲市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆

様には全員出席を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 それでは、今議会に提出いたします議案につきまして、ご説明申し上げます。 

 本定例会におきましては、報告事項といたしまして、委任専決処分２件、平成２２年度

の決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について１件、専決処分につき承認を求

めることについて１件、議決案件としまして、平成２３年度補正予算７件、平成２２年度

決算の認定１２件、条例の一部改正２件、その他２件の合計２３件につきまして、ご審議

をお願いするものでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

 報告第５号委任専決処分について報告いたします。 

 平成２３年５月７日、大篠原地先において農道の劣化穴によるタイヤホイール損傷事故

に対し、相手方と和解をし、市の賠償額を７，３５０円と定めるものであり、地方自治法

第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、和解及び損害賠償の額を定めるこ

とについて、同法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分したものを、同条第２項の規

定により報告するものであります。 

 報告第６号委任専決処分について報告いたします。 

 平成２３年６月２７日、西河原地先において下水道マンホール周辺部の劣化によるタイ

ヤ損傷事故に対し、相手方と和解をし、市の賠償額を１万５，１７２円と定めるものであ
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り、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、和解及び損害賠償

の額を定めることについて、同法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分したものを、

同条第２項の規定により報告するものです。 

 次に、報告第７号平成２２年野洲市健全化判断比率及び資金不足比率についてご報告い

たします。 

 議案書５ページをごらんください。まず、１番の健全化判断による比率のうち、実質赤

字比率及び連結実質赤字比率につきましては、いずれも赤字でないため数値があらわれな

いことから、バーで表記しております。 

 次に、実質公債費比率につきましては、３カ年平均で１５．９％となり、早期健全化基

準である２５．０％を下回っております。 

 次に、将来負担比率につきましては、１０４．９％で、これも早期健全化基準の３５０％

を下回っております。対前年度比では５．０ポイント改善しており、この要因といたしま

しては、本年１月の議会臨時会でお認めいただきました野洲小学校及び野洲幼稚園のＰＦ

Ｉ契約の変更によるものであります。 

 次に、資金不足比率につきましては、水道事業会計、下水道事業特別会計、工業団地等

整備事業特別会計、いずれも資金不足を生じていないことから、数値としてはあらわれま

せん。 

 以上、報告といたします。 

 （日程第５） 

○議長（立入三千男君） 日程第５、議第５４号から議第７７号まで、専決処分につき承

認を求めることについて（平成２３年度野洲市一般会計補正予算（第２号））他２３件を一

括議題といたします。 

 事務局に議件を朗読させます。 

○事務局長（岡野 勉君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、議件を朗読させていただきます。 

 議第５４号専決処分につき承認を求めることについて（平成２３年度野洲市一般会計補

正予算（第２号））、議第５５号平成２３年度野洲市一般会計補正予算（第３号）ほか補正

予算６件、議第６２号平成２２年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定についてほか決算

認定１１件、議第７４号野洲市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条

例及び野洲市体育・スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例ほか条例改正１件、議
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第７６号財産の取得について（（仮称）野洲市総合防災センター東消防署建設用地）その他

１件でございます。 

 以上であります。 

○議長（立入三千男君） 議件の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求め

ます。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 議案提案の前に、先ほどの報告第７号で表題につきまして、平成

２２年野洲市健全化判断比率と申し上げましたが、平成２２年度の度が抜けておりました

の、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。 

 それでは、議第５４号専決処分につき承認を求めることについてご説明申し上げます。 

 平成２３年度野洲市一般会計補正予算（第２号）の補正予算書１４ページをごらんくだ

さい。 

 平成２３年度野洲市一般会計補正予算（第２号）につきましては、篠原小学校校舎改築

工事において、コンクリート打設工事で施工不良が起こり、その改善対策を早急に検討す

るため、篠原小学校校舎改築工事対策検討委員会を設置し、当該検討委員会の運営経費及

び調査委託で２０６万７，０００円を追加計上したものです。なお、その財源につきまし

ては、全額工事施工業者の負担としております。 

 次に、議第５５号から議第６１号までの平成２３年度野洲市一般会計補正予算及び特別

会計補正予算について、概要をご説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページをごらんください。 

 まず、議第５５号平成２３年度野洲市一般会計補正予算（第３号）につきましては、既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億８，９７９万６，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１９３億５，７０２万６，０００円とするものです。 

 次に、８ページ、第２表、地方債の補正につきましては、野洲駅前南口広場整備事業、

北野幼稚園園舎増築事業及び温水プール改修事業の追加補正に伴う合併特例債の増額で、

総額で８，３００万円を追加するものです。 

 続きまして、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 

 ２２ページ、総務費では、財政管理費で平成２２年度一般会計決算実質収支額の２分の

１相当分を財政調整基金に積み立てるため、１億９，０００万円を追加しようとするもの

です。 
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 ２４ページ、民生費では、社会福祉総務費で、１０割の県補助を受けて、災害時の要援

護者支援事業として、障がい者や要介護者などの災害弱者のデータを一元化し、有事の際

の地域での支援にも活用できる機能の整備などを図るため、５５３万７，０００円を追加

するものです。 

 ２６ページ、児童福祉総務費で、これも県の１０割補助を受けて児童虐待防止緊急強化

事業に取り組み、市民に児童虐待防止を身近な問題として理解を深めていただくとともに、

児童虐待の早期発見・早期対応のための体制強化を図るため、啓発資料の作成、講座・イ

ベントの開催、市民意識調査の実施や機器の整備などの経費６１２万１，０００円を追加

計上しようとするものです。 

 ２８ページ、民間保育所費では、あやめ保育所の分園整備について、民間保育所建設事

業費補助金１，７９９万２，０００円を追加するもので、これにより０歳児・１歳児を対

象に最大で待機児童２０人の解消が図れることになります。 

 ３２ページ、労働費では、緊急雇用対策費で総額１，５２８万４，０００円を増額しよ

うとするものです。 

 ３４ページ、土木費では、土地区画整理事業費で市三宅東部土地区画整理組合助成金６

９７万１，０００円を、街路事業費で、野洲駅前南口広場整備の進捗により、先行取得し

ていた野洲駅南口Ｄブロックの地方債の繰上償還のための用地取得経費として７，０７６

万３，０００円をそれぞれ追加するものです。 

 ４０ページ、教育費の体育施設費では、温水プールの屋根が、建築後２１年が経過し、

経年劣化により雨漏りが発生し、早急に補修が必要なことから防水工事費１，２００万円

を追加しようとするものです。 

 戻りまして、１８ページをごらんください。一方、歳入につきましては、県支出金では、

民間保育所整備などに係る子育て支援対策臨時特例交付金や緊急雇用創出特別推進事業補

助金など、県補助金総額で４，１５８万４，０００円、繰入金の介護保険事業特別会計繰

入金で１，４６５万７，０００円を、繰越金で２億２，９７７万８，０００円などをそれ

ぞれ追加し、２０ページの市債は、先ほどの地方債補正の説明のとおりです。 

 次に、４５ページをごらんください。議第５６号平成２３年度野洲市国民健康保険事業

特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ２，３４２万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を４５億１，３１１万６，

０００円とするものです。内容といたしましては、保健事業費の特定健康診査等事業費で
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は、未受診者に対する受診勧奨事業で７３万円を、諸支出金の償還金では、平成２２年度

療養給付費等負担金の精算による国庫への返還金２，２６９万２，０００円をそれぞれ増

額しようとするものです。 

 次に、６１ページをごらんください。議第５７号平成２３年度野洲市後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ７５５万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３億６，５５０万８，０００円

とするものです。後期高齢者医療広域連合納付金で、平成２２年度出納閉鎖期間に収入い

たしました保険料分を、平成２３年度納付金として支払うことから、その分を追加するも

のです。 

 次に、７７ページをごらんください。議第５８号平成２３年度野洲市介護保険事業特別

会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４，２５２万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２８億６，１８７万２，００

０円とするものです。保険給付費では、高額医療合算介護サービス費について、これまで

の実績から交付額の増加が見込まれるため５６７万６，０００円を増額するものです。諸

支出金では、前年度の保険給付費に対する法定負担分の精算に当たっては、国、県、社会

保険診療報酬支払基金及び市へ返還を、また、前年度の人件費及び事務費の精算に当たっ

ては、市へ返還をするため、それぞれ所要額を追加補正するものです。 

 次に、９７ページをごらんください。議第５９号平成２３年度野洲市下水道事業特別会

計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

億９，７４９万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１９億８，７０１万２，０

００円とするものです。 

 次に、１０２ページ、第２表、地方債の補正につきましては、公的資金補償金免除繰上

償還に係る借換債で、農業集落排水事業分２,６４０万円と公共下水道事業分１億７，０５

０万円の計１億９，６９０万円を追加するものです。公債費では、旧公営企業金融公庫か

ら借り入れていた年利５.５％から６.０％の地方債を借換債により繰上償還するもので、

農業集落排水事業債２件の元金で２,６４３万８，０００円を、公共下水道事業債等１０件

の元金で１億７,１０５万６，０００円をそれぞれ増額するものです。 

 次に、１１３ページをごらんください。議第６０号平成２３年度野洲市墓地公園事業特

別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ４３８万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２，９３６万円とするものです。
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今回の補正は、平成２２年度の決算剰余金の確定に伴い、繰越金４３８万２，０００円を

増額し、決算剰余金の同額を墓地公園整備基金に積み立てるものです。 

 次に、１２９ページをごらんください。議第６１号平成２３年度野洲市土地取得特別会

計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

３億２，５７６万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１４億５，１６２万５，

０００円とするものです。 

 次に、１３４ページ、第２表、地方債の補正につきましては、野洲駅前のアサヒビール

所有地の買い取りに係る費用を調達するため、公共用地先行取得等事業債として１２億５，

０００万円を追加するものです。買取価格につきましては、アサヒビールは鑑定価格の１

２億５，０００万円での売却を主張しておられます。しかし、野洲市としては、買い取り

の意向は固めておりますが、価格に関しては鑑定価格を尊重しつつも、アサヒビールに対

して過去の経緯に基づく配慮を提案しているところです。買い取りの回答期限までに予算

措置を整えるべく、いずれにいたしましても価格は鑑定価格を上回ることはないため、１

２億５，０００万円を計上しているものです。今後につきましては、議会で予算をお認め

いただいた後、速やかに買い取り意向の回答を行い、引き続いて、当該土地がさら地かつ

土壌汚染等のない状態であることが確認できる時点で仮契約を締結し、それに基づき、財

産取得の議決の手続を行う予定であります。 

 また、野洲駅前南口広場の整備に伴い、先行取得していた駅前Ｄブロック用地に係る地

方債の繰上償還が必要となるため、その未償還元金７，０７６万３，０００円を追加し、

同額を一般会計に不動産売払収入で補正措置するものです。 

 次に、議第６２号から議第７３号までの平成２２年度各会計決算の認定について、ご説

明申し上げます。 

 まず、議第６２号一般会計歳入歳出決算につきましては、各会計歳入歳出決算書の１４

ページをごらんください。歳入決算額は２１５億５，７５０万６，９９８円、歳出決算額

は２１０億３，２８９万１，６７３円で、歳入歳出差引額は５億２，４６１万５，３２５

円となり、翌年度へ繰り越すべき財源の１億４，６８７万８，０００円を控除した実質収

支額は３億７，７７３万７，３２５円となりました。 

 平成２２年度決算につきましては、法人市民税収入が約５億８，０００万円と依然とし

て厳しい結果となりましたが、財政健全化集中改革プランの実行年度の初年度でその効果

があらわれ、財政調整基金の取り崩しも一定抑制しながら、最終的には差し引きで積立金
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のほうが上回った決算となりました。また、合併特例債の活用により、地域振興基金の造

成も行い、後年度の財源の確保に努めました。 

 こうした中で、２１年度に引き続き、緊急度の高い小・中学校耐震整備事業、学童保育

所整備事業に取り組み、また、旧有隣館の建てかえも無事終えることができました。 

 次に、議第６３号国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、２４ページ

をごらんください。歳入決算額は４３億１，１６７万２，９９４円、歳出決算額は４２億

５，２０２万５，９７６円で、歳入歳出差引額は５，９６４万７，０１８円となりました。 

２２年度においては、国保財政調整基金のほぼ全額を取り崩しております。 

 次に、議第６４号後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきましては、３０ページを

ごらんください。歳入決算額は３億５，３８１万７，９１３円、歳出決算額は３億４，５

９９万７，６９７円で、歳入歳出差引額は７８２万２１６円となりました。２２年度末現

在の被保険者数は４，７４３人で、２１年度からは１４８人増加しております。 

 続きまして、議第６５号老人保健事業特別会計歳入歳出決算につきましては、３６ペー

ジをごらんください。歳入決算額は５２０万７，７２１円、歳出決算額は４３５万７，８

７５円で、歳入歳出差引額は８４万９，８４６円となりました。なお、この会計は、平成

２２年度をもって終了し、決算剰余金は、平成２３年度一般会計に収入するものです。 

 次に、議第６６号介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、４４ページをご

らんください。歳入決算額は２７億２，０８２万３，２７０円、歳出決算額は２６億４，

８５０万６，０９７円で、歳入歳出差引額は７，２３１万７，１７３円となりました。保

険給付費では、対前年度比で約９，３００万円、率にして３．９％の増となりました。 

 続きまして、議第６７号地域医療振興資金貸付事業特別会計歳入歳出決算につきまして

は、５０ページをごらんください。この会計については、歳入決算額及び歳出決算額とも

２，４６７万５，０００円となっております。 

 次に、議第６８号下水道事業特別会計歳入歳出決算については、５６ページをごらんく

ださい。歳入決算額は２０億２，４２４万２，２９８円、歳出決算額は１９億９，３１２

万６，０１４円で、歳入歳出差引額は３，１１１万６，２８４円となりました。下水道の

使用料収入は、対前年度比で約５，６００万円、率にして４．４％の増となりました。 

 次に、議第６９号墓地公園事業特別会計歳入歳出決算については、６２ページをごらん

ください。歳入決算額は３，０５１万１，８９１円、歳出決算額は２，６１２万８，７２

５円で、歳入歳出差引額は４３８万３，１６６円となりました。 
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 続きまして、議第７０号基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算については、６８

ページをごらんください。歳入決算額は１，３５０万２，０００円、歳出決算額は１，３

５０万１，０００円で、歳入歳出差引額は１，０００円となりました。 

 次に、議第７１号工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算については、７４ページを

ごらんください。歳入決算額は１４億４，０７６万６，５８５円、歳出決算額は１４億４，

０７６万５，８１５円で、歳入歳出差引額は７７０円となりました。 

 次に、議第７２号土地取得特別会計歳入歳出決算については、８０ページをごらんくだ

さい。歳入決算額及び歳出決算額とも２，５０４万４，２３８円となっております。 

 議第７３号水道事業会計決算については、別冊の水道事業会計決算書をごらんください。 

まず、１ページをごらんください。収益的収入及び支出ですが、収入決算額が８億１，２

０５万３，５６０円に対し、支出決算額が７億９，８２２万７，２９１円で、収支差引額

は１，３８２万６，２６９円の黒字決算となりました。２２年度におきましては、給水収

益が伸びたこと、経営改善等、支出の抑制が要因と見ております。なお、３ページの損益

計算書、税引き後では、８２８万８，３８４円の純利益を計上することができました。 

 次に、２ページをごらんください。資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が

２，９９７万２，７８４円に対し、支出決算額が３億８９０万４，７４３円で、資本的収

入が資本的支出に不足する額の２億７，８９３万１，９５９円は、過年度分損益勘定留保

資金、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金、消費税及び地方消費税

資本的収支調整額、並びに資本剰余金で補填をしております。 

 続きまして、議第７４号野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例及び野洲市体育・スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申

し上げます。本議案につきましては、スポーツに関する施策の基本となるスポーツ振興法

を全部改正し、スポーツ基本法が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。な

お、本条例につきましては、公布の日から施行するものです。 

 議第７５号野洲市税条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。本議案

につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成２３年６月２２日成立、６月３

０日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものです。主な内容につきましては、租

税罰則の見直しに伴う過料の引き上げや、たばこ税等の不申告に伴う罰則の創設、市民税

の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ、また、上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減

税率を平成２５年１２月３１日まで２カ年延長するもの等です。 
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 議第７６号財産の取得について、（仮称）野洲市総合防災センター・東消防署建設用地に

ついてご説明申し上げます。本議案につきましては、野洲市と湖南広域行政組合で進めて

おります（仮称）野洲市総合防災センター及び東消防署整備事業用地の取得であり、農業

農振地域内の除外手続や、地元自治会や地権者の方々の理解が得られたことから、冨波字

山ノ中甲２７２番１、他３１筆、１万１,５２９.４３平方メートルを１３名の所有者から

取得するものであり、地方自治法第９６条第１項第８号及び野洲市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるも

のです。 

 議第７７号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。開発行為に伴い寄附を受け

た公衆用道路４路線を市道に認定することについて、道路法第８条第２項の規定に基づき、

議決を求めるものであります。 

 以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（立入三千男君） 次に、議第６２号から議第７３号までの決算認定について、代

表監査委員の東郷修氏より、審査結果の報告を求めます。 

 代表監査委員。 

○代表監査委員（東郷 修君） 皆さん、おはようございます。ただいまご指名いただき

ました監査委員の東郷と申します。私にとって２回目のこの席でございまして、なかなか

なれない席でございますので、ご容赦のほどよろしくお願いしたいと思います。早くも１

年たちました。よろしくお願いします。 

 過日、議会議員選出の監査委員奥村治男先生と平成２２年度会計等の決算審査を行いま

した。その結果につきまして概要を報告させていただきたいと思います。お手元に配付し

ております決算審査意見書をご高覧賜りますようによろしくお願いします。 

 まず、１ページを開いてください。１ページの審査対象といたしましたのは、平成２２

年度野洲市一般会計歳入歳出決算のほか特別会計１０件並びに水道事業会計の決算であり

ます。次に、審査の期間でございますが、７月２０日から２８日の６日間行いました。そ

の審査の結果でございますが、２ページから見ていただきますとよくわかると思います。

２ページの内容でございますけれども、各会計歳入歳出決算とその附属書類及び基金運用

状況報告書の係数につきましては、関係諸帳簿や証拠書類といずれも符合いたしまして、

計算に誤りはなく、また、財務処理、予算執行につきましても、関係法令並びに予算の目

的に従って、おおむね適正に執行されたものと認められました。 
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 それでは、主なものにつきましてご説明を申し上げたいと思います。説明をする中で数

字が出てまいりますが、わかりやすくするために１，０００円未満を切り捨ててあります。

丁寧に説明いたしますので、よろしくお聞き取り願いたいと思います。 

 ３ページを開いてください。３ページの平成２２年度一般会計の歳入歳出決算につきま

しては、歳入決算額が２１５億５，７５０万６，０００円、歳出決算額は２１０億３，２

８９万１，０００円、歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた平成２

２年度の実質収支額は、３億７，７７３万７，０００円の黒字決算となったところでござ

います。 

 次に、特別会計の決算状況でございますが、１０件の特別会計全体の歳入決算額の総額

は１０９億５，０２６万３，０００円で、歳出総額は１０７億７，４１２万８，０００円

でありまして、歳入総額から歳出総額を差し引いた収支差引額は１億７，６１３万５，０

００円の黒字となったところでございます。 

 次に、８ページに参ります。８ページの歳入総額の３５．４％を占めます市税の収入済

額につきましては、７６億３，７１９万２，０００円で、これを前年度と比較いたします

と、法人市民税についてのみ２７％の増加がありましたが、他の税につきましては減少し

ております。特に個人市民税の落ち込みが著しく、１０．４％の減少、市税収入全体とい

たしましては３．１％の減少で、２億４，７７９万１，０００円の収入減となったところ

でございます。 

 また、市税の収入状況につきましては、担当課の努力にもかかわらず、経済危機による

雇用情勢の悪化などの影響を受けまして、収納率は前年度と比較いたしまして０．１ポイ

ント低下し，９６．５％となり、収入未済額は２億７，２２２万９，０００円で、大変憂

慮すべき状況にあるものと思います。また、市税以外のその他の使用料などにつきまして

も、未納額がふえております。 

 これらの収入の確保につきましては、公平負担の原則に立ち、現在実施されている法的

措置を含めた多様な手法を駆使し、先進事例も参考に検討され、収納率のなお一層の向上

について市の重要課題として厳正に取り組まれることを強く望むものでございます。 

 次に、１４ページに参ります。１４ページの市債の収入額でございます。前年度と比べ

まして２３２．５％の増加で、４６億７，５９７万２，０００円であります。臨時財政対

策債、合併特例債などが主なものでございますが、後ほど財政健全化審査の結果でも申し

上げますが、今後は新規発生の抑制に努めていただきたいと、このように思います。 
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 次に、一般会計の歳出でございますが、支出済額につきましては、前年度と比較いたし

ますと１４．５％、２６億６，５４１万９，０００円の増加となっております。予算現額

に対する執行率は８７．２％となっておりまして、翌年度への繰越額は２４億４，６４６

万２，０００円で、不用額は６億３，６０６万９，０００円となったところでございます。

繰越額の主なものは、国の経済対策により実施された小中学校の教育施設の耐震改築等整

備事業、道路維持補修事業などでございます。 

 次に、２２ページをお開きください。２２ページの特別会計の決算状況でございます。

この中で、特に国民健康保険事業におきましては、歳入全体の２７．６％を占めます国民

健康保険税の収入済額は１１億９，２９５万１，０００円で、前年度と比較いたしますと、

１４．９％、１億５，５１２万３，０００円の増加となっております。その収納率は、市

税同様、長引く景気低迷により、現年課税分は９４．９％、滞納繰越分は１５．１％、収

納未済額は２億５，９３７万７，０００円、不納欠損額も７４６万円となっております。

憂慮すべき状況が続いておるように思います。今後も、国民健康保険事業の健全で安定し

た財政運営を図り、保険税負担の公平性を確保するためにも、引き続き収納率の向上に向

けた取り組みを協力に推進していただきたいと思います。 

 次に、少し戻りますが、４ページの下段の表をごらんください。財政構造につきまして、

財務分析による指標を見てみますと、財政運営の自主性の大きさを示した財政力指数は、

前年度に比べまして０．０５３ポイント悪化し、０．８８９となりました。また、財政構

造の弾力性を示した経常収支比率は、５．７％改善し、８８．３％になりましたが、いず

れの数値におきましても、財政硬直化は依然として深刻な状況であり、厳しい財政状況に

は変わりないことから、今後におきましても、国・県の動向に十分留意いただき、健全な

財政運営に努めていただきたいと思います。 

 次に、５ページを開いていただきまして、平成２２年度末の市債の残高は、一般会計、

特別会計を合わせまして４２７億５，１６４万３，０００円となり、前年度と比較をいた

しまして、４．３％、１７億４，２９２万１，０００円増加いたしました。これは学校耐

震化改修工事や地域振興基金の積み立てによるものであります。今後も各種事業を精査さ

れ、健全な財政運営に努めていただきますよう望むものでございます。 

 さて、最近の我が国の経済動向は、東日本大震災の後、震災から復旧の動きを中心に、

輸出も引き続き回復していることや個人消費も持ち直しの動きが見られていることなどか

ら、日本経済は依然として厳しい状況にあるものの持ち直していると、内閣府の８月度の
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月例経済報告でされています。一方、アメリカ国債の格付の引き下げやヨーロッパの財政

問題を踏まえ、世界経済の先行きが懸念されているところであります。このような状況下

におきましても、円高はおさまりません。日本企業、製造業を中心にしまして、海外へ道

を求める企業がふえているように聞いております。このような社会経済状況の中、雇用情

勢や所得環境、個人消費など、依然として先行き不透明な厳しい状況で推移していること

から、市税にも大きな影響を与えたものと思われます。 

 これは全国的な問題だと思いますが、お聞き取りください。このことは本市の行財政運

営に直結しており、今後の経済情勢の動向に注視していかなければならないと考えます。

また、歳出面におきましては、近年の少子高齢化の進展は著しいものがあり、子育て支援

や医療・介護機能の充実、教育環境の改善、加えて安全・安心と快適な市民生活の向上を

図るための事業が控えておりまして、将来負担は大きなものになるものと考えております。

今後におきましては、さらなる行財政改革に取り組むとともに、事務事業の簡素化や施策

の見直し等によりまして、自主財源の確保と歳出の節減を図られるとともに、責任ある行

政の推進を願うものであります。 

 そのためには、本年度中間見直し中の総合計画が、大きく変貌する社会経済情勢に合わ

せ、実効性のあるものにして、また、中長期的な視点から財政の健全化に努められ、市民

のニーズに柔軟かつ的確に対応されるとともに、財政状況を市民に理解してもらうために

も、今後も引き続き、説明会の開催など、情報開示を進められ、市民福祉の増進に一層努

力されることを望むものであります。 

 続きまして、水道事業会計についてご報告申し上げます。ページが飛びますが、４７ペ

ージをおあけください。平成２２年度における水道事業につきましては、安全で良質な水

道水を安定的に供給するという水道事業の基本使命を果たすために、効率的で合理的な浄

水処理、水質管理の実施，各種水道施設の機能を維持するための修繕工事、老朽化した管

路の更新工事など、鋭意取り組みをしていただいたところでございます。 

 次に、４８ページに入りますが、初めに業務実績でございますが、給水人口につきまし

ては、前年度と比較しますと０．３％増加いたしまして、５万５９８人となっております。

普及率につきましては、前年度同様９９．９％でございます。また、年間総配水量は７６

３万７，０００立方メートルで、給水量につきましては６３１万５，０００立方メートル

であります。この結果、有収率は０．４ポイント上昇したものの、８２．７％となり、依

然として低い水準となっております。今後も引き続き漏水調査の精度を高め、漏水の早期
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発見、早期修繕により、少しでも無効水量を減少させることによって、水道事業の信頼性

の確保と一層の有収率の向上を図っていただきたいと思います。 

 次に、５０ページの中段でございます。経営実績でございますが、収益及び費用を前年

度と比較いたしますと、事業収益につきましては２．８％増加し、７億７，４４１万５，

０００円となりました。また、事業費用につきましては、３．９％減少し、７億６，６１

２万６，０００円となったところでございます。差し引き８２８万８，０００円の純利益

を計上する決算となったところでございます。 

 今後の水道事業を展望いたしますと、市内各地で住宅開発が行われるものの、給水人口

の大きな増加はいましばらく見込まれず、節水意識の高揚や企業などの景気低迷によりま

して、水需要の大幅な増加は期待できません。一方、水道施設や管路の本格的な更新の時

期を迎えていることや、建設改良費の大幅な増加が予想され、経営環境は依然として厳し

いものがあります。これらのことから、今後の事業運営に当たりましては、水道料金の収

納率の向上のために、未収金の徴収を、公平負担の原則に立ち、より一層適正かつ厳正な

事務処理に努められますようにお願いするものでございます。 

 また、中長期的な視点に立ち、引き続き徹底した経営分析のもと、経営の効率化と経営

基盤の強化、サービスの向上に努力していただいて、安全でおいしい水の安定供給に向け

て一層の努力をお願いいたします。 

 次に、財政健全化についてでございますが、５２ページをごらんください。財政健全化

審査、いわゆる健全化判断比率においては、８月１１日、関係職員の説明を求め、審査を

したところでございます。先ほども市長のほうから説明があったとおりでございますが、

平成２２年度の普通会計の実質赤字比率及び全会計の連結実質赤字比率については、それ

ぞれの収支が黒字になったことから、比率としては表記ができません。そのため、マイナ

ス数値となり、早期健全化基準を下回っていますので、可としたものでございます。 

 次に、実質公債費比率については、１５．９％となっており、早期健全化基準を下回り、

可としたものの、個別意見として、悪化傾向にあることから改善されることを求めたもの

であります。また、将来負担比率は１０４．９％となっており、早期健全化基準を下回っ

ていますので、可としたものでございます。 

 以上のようなことから、将来負担比率算出に当たっての地方債の現在高が、昨年度と比

較しますと９．３％増加しております。今後景気回復による税収増が見込みづらい中、新

たな市債など慎重に対応され、財政健全化に努められるよう、昨年度に引き続き改善事項
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として意見したところでございます。 

 また、５３ページを見ていただきますと、公営企業会計健全化審査による資金不足比率

につきましては、水道事業会計，下水道事業特別会計、工業団地等整備事業特別会計は、

それぞれ資金不足は発生しておらず、経営健全化基準を下回り、可としたものでございま

す。 

 以上、概略ご報告申し上げましたが、今後もさらに厳しい経済状況が見込まれる中、裁

定されました財政健全化集中改革プランなどにより、財政健全化の確保に努められるとと

もに、限られた財源を有効に活用され、市民福祉のさらなる向上を期待して、平成２２年

度各会計決算審査の報告を終わらせていただきます。 

 さて、最後になりましたが、少しだけ私なりの感想をどこかに聞いていただければ幸い

でございます。私は去年の７月より監査委員として監査業務に携わることになりました。

２１年度の決算監査が初めての仕事であったと思います。梶山先生にお世話になりました。

ありがとうございました。 

 ところで、市役所はサービス業との感覚があり、市民生活の基礎を提供して、市の財政

を担っているものと、特に比較的簡単に考えておりました。また、私はこの仕事につくま

では民間的発想のみで今日を迎えております。しかし、市役所の業務については、実態を

知るにつれ、複雑多岐にわたり、市民生活に欠かせない問題を抱え、地方自治に基づく政

治を行い、財政状況をにらみながら、市の行く末を考えるという重大な任務を持っていま

す。この不況の中、膨れ上がった市役所の業務をこなすことは至難のわざであるように思

います。しかしながら、時代は進み、好景気の時代も久しくなりました。そこで、官公庁

におきましても、少しは、よいか悪いかわかりませんが、民間的な発想も必要と思います。 

 さて、一般の企業は営利追求を目的にしております。そしてその後は社会に貢献すると

いうことを私は思っております。使命があると思っております。この不況を乗り切るため、

また、少しでも改善するため、職員一人一人が企業的考えを少しでも持ち、経費節減とサ

ービス的精神で、野洲市役所職員として行財政運営に努めていただきたいと思います。勝

手なことを申しました。今後ともよろしくお願いします。これで終わります。ありがとう

ございました。 

 （日程第６） 

○議長（立入三千男君） 次に、日程第６、請願第３号、住宅リフォーム助成制度の創設

を求める請願を議題といたします。 
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 紹介議員から請願趣旨の説明を求めます。第１番、太田 健一君。 

○１番（太田健一君） 皆さん、おはようございます。１番、太田健一です。 

 それでは、請願第３号、住宅リフォーム助成制度の創設を求める請願についての説明を

させていただきます。この請願は、昨年の１２月議会でも提出され、一般質問や委員会の

中で議論が交わされました。議論の中では、おおむね４点ほどの課題点について指摘があ

ったと記憶をしています。１つ目に、一部の業種に偏ること、２つ目に、国のエコハウス

や耐震太陽光パネルなどの補助制度や市独自の利子補給制度などがあるため必要がないの

ではないか、そして３つ目に、今この財政が厳しい時期に行うべきではない、４つ目に、

市民からの声や要望を聞いていない、などであります。 

 今回の請願につきましては、市内業者の皆さんを初め市民など１７名の請願者でありま

して、同時に、実施を求める賛同署名数も約９５０名を添えて提出されています。請願者

の野洲市で住宅リフォーム助成制度の実施を求める会の皆さんが署名を始めた時期から、

請願の議会提出までの期間が短い中でありましたが、多くの皆さんが賛同していただき、

この制度に対する期待を実感したところであります。このことは、現在この制度を実施し

ている自治体は全国でも３８６自治体に上り、ことしの４月の時点の３３０の自治体から

さらにふえています。滋賀県下でも８市町村が実施をしています。守山市や栗東市が実施

していたのに現在はやめていることも指摘されましたが、国からの緊急経済対策の補助金

を利用して行っていたもので、経済効果がないとかいう理由でやめたわけではなく、国か

らの補助金の終わりとともに打ち切ったと聞いています。また、甲賀市などは、６月議会

で補正予算として５，０００万円をつけて始めているとのことで、申し込みが殺到してい

るほどの盛況ぶりだそうです。 

 ２つ目の国の制度に関しても、今議会の決算について会派勉強会でお聞きしたところ、

例えば、木造住宅耐震バリアフリー改修事業では、延べ５件の利用の中、１件当たりの工

事総額は３１６万円から８４２万円とあります。エコハウス普及促進補助金に関しても１

５件の利用で平均２００万円の工事費とあり、太陽光発電システムの設置に関しても、断

熱工事とセットのために新築工事がほとんどとのことで、ある程度お金に余裕のある一部

の方々の利用となっていることが、この結果からもわかります。 

 その点、住宅リフォーム助成制度は、その名のとおり、畳を交換したり屋根を補修した

りと、家そのものを建てかえたり大規模な改築をしたりする余裕はなくとも、数万円から

数十万円ぐらいの小さな工事に対する助成制度であり、利用される市民の方々も、そして
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工事を請け負うさまざまな業者の方々にも広く喜ばれる制度です。太陽光発電システムの

設置業者は、ほぼ市外の大手メーカーだという話ですから、これこそある意味一部の業種

に偏っていると感じています。さらに、中小業者の中でも忙しく働いている方々がおられ

ますが、実情は大手からの幾つもの下請で、もうけがほとんどないという声もたくさん聞

いていますが、リフォーム関連業者は多く、直接的な請負となり、市内中小業者の活性化

へともつながります。 

 このように、助成額の数十倍の工事総額となる住宅リフォーム助成制度は、経済波及効

果は抜群であり、仕事がなく経営に困っている業者の仕事起こしにもなります。ちょっと

したリフォームを考えている市民の方々も助かり、ひいては、こうした市内経済の活性化

が市の税収にもつながる、ウイン・ウインな関係性を築き上げられるすばらしい制度であ

ります。 

 以上のように、多くの市民や中小業者からの声も上がっています。そして、厳しい経済

状況の今だからこそ、こうした積極的な手を打って出ることで、町を活性化させる起爆剤

となり得ると考えます。ぜひとも請願採択へのご賛同をお願い申し上げ、趣旨説明としま

す。 

 （日程第７） 

○議長（立入三千男君） 日程第７、決算特別委員会の設置及び委員の選任を議題といた

します。 

 お諮りいたします。本件については、議第６２号平成２２年度野洲市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから、議第７３号平成２２年度野洲市水道事業会計決算の認定につい

てまでの審査等を行うため、委員会条例第６条の規定により、１９名の委員をもって構成

する決算特別委員会を設置いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、１９名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置することに決定しました。 

 ただいま、設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、議会選出監査委員を除く１９名の議員を指名いたしたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

            （午前 ９時５９分 休憩） 

            （午前１０時１１分 再開） 
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 （日程第８） 

○議長（立入三千男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第８、決算特別委員会の正副委員長の互選結果について報告がありましたので、本

職より報告いたします。 

 決算特別委員会委員長に第１７番鈴木市朗君、副委員長に第２０番河野 司君。 

 以上のとおり互選されましたのでご報告いたします。 

 以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。明８月３１日から９月５日までの６日間は、議案調査のため休会と

いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、明８月３１日から９月５日までの６日間は、休会することに決定いたしました。 

 なお、念のため申し上げます。来る９月６日は、午前９時から本会議を再開します。 

 本日は、これにて散会いたします。（午前１０時１２分 散会） 
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野洲市議会会議規則第１２０条の規定により下記に署名する。 

 

                      平成２３年８月３０日 

 

 

 野 洲 市 議 会 議 長     立 入 三千男 

 

 署 名 議 員     小 菅 六 雄 

 

 署 名 議 員     髙 橋 繁 夫 

 


